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(57)【要約】
　本発明は、インテリジェントシーン削除方法、装置、
プログラム及び記録媒体を開示し、インテリジェントホ
ーム分野に属する。前記インテリジェントシーン削除方
法は、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリン
グに成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知
メッセージを受信するステップと、確立されたインテリ
ジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイ
スを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存
在しているか否かを検出するステップと、確立されたイ
ンテリジェントシーンには、前記指定インテリジェント
デバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシー
ンが存在していれば、前記目標インテリジェントシーン
を削除するステップと、を含む。
　【選択図】図２



(2) JP 2017-519316 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアン
バンドリング通知メッセージを受信するステップと、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出するステップと、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記目標インテリジェントシ
ーンを削除するステップと、を含むことを特徴とするインテリジェントシーン削除方法。
【請求項２】
　デスクトップには、削除された前記インテリジェントシーンに対応するデスクトップシ
ョートカットが存在しているか否かを検出するステップと、
　前記デスクトップには、削除された前記インテリジェントシーンに対応するデスクトッ
プショートカットが存在していれば、前記デスクトップショートカットを削除するステッ
プと、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のインテリジェントシーン削除方法
。
【請求項３】
　前記指定インテリジェントデバイスとユーザーアカウント間のバインディング関係を解
除するためのアンバンドリング指令を受信するステップと、
　前記指定インテリジェントデバイスと前記ユーザーアカウントとのバインディング関係
の解除を要求するためのアンバンドリング要求を当該アンバンドリングデバイスへ送信す
るステップと、をさらに含み、
　前記アンバンドリング要求は、前記ユーザーアカウントの各バインディング関係から前
記指定インテリジェントデバイスに対応するバインディング関係を削除するように前記ア
ンバンドリングデバイスをトリガし、削除が成功した後で前記アンバンドリング通知メッ
セージがフィードバックされることを特徴とする請求項１に記載のインテリジェントシー
ン削除方法。
【請求項４】
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出するステップは、
　インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係から、
前記指定インテリジェントデバイスの識別子を有する対応関係があるか否かを検索するサ
ブステップを含み、
　前記インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係は
、前記インテリジェントシーンの確立に成功した後で記憶された前記インテリジェントシ
ーンの識別子と前記インテリジェントシーンを確立する時に係るインテリジェントデバイ
スの識別子との対応関係である、ことを特徴とする請求項１に記載のインテリジェントシ
ーン削除方法。
【請求項５】
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記指定インテリジェントデ
バイスが前記目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられているか
否かを検出するステップと、
　前記指定インテリジェントデバイスが前記目標インテリジェントシーンのトリガ条件を
定義するのに用いられていれば、前記目標インテリジェントシーンにおけるトリガ条件を
取り替えるか否かを指示待ちするステップと、
　取替指令を受信した場合、前記取替指令の指示したインテリジェントデバイスを用いて
前記目標インテリジェントデバイスのトリガ条件を取り替えるステップと、をさらに含む
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のインテリジェントシーン削除方法
。



(3) JP 2017-519316 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

【請求項６】
　指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアン
バンドリング通知メッセージを受信するように構成される第１の受信モジュールと、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出するように構成され
る第１の検出モジュールと、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していると第１の検出モジュールにより検
出されれば、前記目標インテリジェントシーンを削除するように構成される第１の削除モ
ジュールと、を備えることを特徴とするインテリジェントシーン削除装置。
【請求項７】
　デスクトップには、削除された前記インテリジェントシーンに対応するデスクトップシ
ョートカットが存在しているか否かを検出するように構成される第２の検出モジュールと
、
　前記デスクトップには、削除された前記インテリジェントシーンに対応する前記デスク
トップショートカットが存在していると第２の検出モジュールにより検出されれば、前記
デスクトップショートカットを削除するように構成される第２の削除モジュールと、をさ
らに備えることを特徴とする請求項６に記載のインテリジェントシーン削除装置。
【請求項８】
　前記指定インテリジェントデバイスとユーザーアカウント間のバインディング関係を解
除するためのアンバンドリング指令を受信するように構成される第２の受信モジュールと
、
　前記指定インテリジェントデバイスと前記ユーザーアカウントとのバインディング関係
の解除を要求するためのアンバンドリング要求を当該アンバンドリングデバイスへ送信す
るように構成される送信モジュールと、をさらに備え、
　前記アンバンドリング要求は、前記ユーザーアカウントの各バインディング関係から前
記指定インテリジェントデバイスに対応するバインディング関係を削除するように前記ア
ンバンドリングデバイスをトリガし、削除が成功した後で前記アンバンドリング通知メッ
セージがフィードバックされることを特徴とする請求項６に記載のインテリジェントシー
ン削除装置。
【請求項９】
　前記第１の検出モジュールは、さらに、インテリジェントシーン識別子とインテリジェ
ントデバイス識別子との対応関係から、前記指定インテリジェントデバイスの識別子を有
する対応関係があるか否かを検索するように配置され、
　前記インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係は
、前記インテリジェントシーンの確立に成功した後で記憶された前記インテリジェントシ
ーンの識別子と前記インテリジェントシーンを確立する時に係るインテリジェントデバイ
スの識別子との対応関係である、ことを特徴とする請求項６に記載のインテリジェントシ
ーン削除装置。
【請求項１０】
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記指定インテリジェントデ
バイスが前記目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられているか
否かを検出するように構成される第３の検出モジュールと、
　前記指定インテリジェントデバイスが前記目標インテリジェントシーンのトリガ条件を
定義するのに用いられていると第３の検出モジュールにより検出されれば、前記目標イン
テリジェントシーンにおけるトリガ条件を取り替えるか否かを指示待ちするように構成さ
れるプロンプトモジュールと、
　取替指令を受信した場合、前記取替指令の指示したインテリジェントデバイスを用いて
前記目標インテリジェントデバイスのトリガ条件を取り替えるように構成される取替モジ
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ュールと、をさらに備えることを特徴とする請求項６～９のいずれか１項に記載のインテ
リジェントシーン削除装置。
【請求項１１】
　インテリジェントシーン削除装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサの実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアン
バンドリング通知メッセージを受信し、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出し、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記目標インテリジェントシ
ーンを削除するように構成される、ことを特徴とするインテリジェントシーン削除装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インテリジェントホーム分野に関し、特に、インテリジェントシーン削除方
法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インテリジェントホームでは、様々なインテリジェントシーンを有効に実現するために
、複数のインテリジェントデバイスをバインディングし、バインディングされたインテリ
ジェントデバイスを用いて異なるインテリジェントシーンを定義することができる。例え
ば、あるインテリジェントシーンを設ける際、バインディングに成功した第１のインテリ
ジェントデバイスを用いて当該インテリジェントシーンのトリガ条件を設け、それから、
バインディングに成功した第２のインテリジェントデバイスが対応動作を実行するように
設けられることができる。
【０００３】
　ユーザがあるインテリジェントデバイスをアンバンドリングした後、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて定義されたインテリジェントシーンをも削除する必要がある。これ
らインテリジェントシーンを削除する際、これらインテリジェントシーンのうちの１つを
順に選択し、かつ、当該インテリジェントシーンを削除する削除コントロールをトリガし
、デバイスは当該削除コントロールがトリガされたときに生成される削除指令に応じて、
当該インテリジェントシーンを削除する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、インテリジェントシーン削除方法及び装置を提供する。上記技術案は下記の
通りである。
【０００５】
　本発明の実施例の第１の態様によれば、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリ
ングに成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信するステップ
と、確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用い
て設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出するステップと、
確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて設
けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記目標インテリジェントシー
ンを削除するステップと、を含むインテリジェントシーン削除方法を提供する。
【０００６】
　本発明の実施例の第２の態様によれば、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリ
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ングに成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信するように構
成される第１の受信モジュールと、確立されたインテリジェントシーンには、前記指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
か否かを検出するように構成される第１の検出モジュールと、確立されたインテリジェン
トシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェ
ントシーンが存在していると第１の検出モジュールにより検出されれば、前記目標インテ
リジェントシーンを削除するように構成される第１の削除モジュールと、を含むインテリ
ジェントシーン削除装置を提供する。
【０００７】
　本発明の実施例の第３の態様によれば、プロセッサと、前記プロセッサの実行可能な指
令を記憶するためのメモリとを備える装置であって、前記プロセッサは、指定インテリジ
ェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知
メッセージを受信し、確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェン
トデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出
し、確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用い
て設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記目標インテリジェント
シーンを削除するように構成される、インテリジェントシーン削除装置を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の実施例で提供される技術案は、下記の格別な効果を含むことができる。指定イ
ンテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデバイ
スを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができるた
め、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリジェ
ントシーンを手動で削除することによる削除操作が複雑でわかりにくいという課題を解決
し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行できないイ
ンテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する。
【０００９】
　上述した一般な記述及び後続の詳細な記述は、単に例示の及び解釈であり、本発明を制
限できるものでないと理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　ここでの図面は、明細書を構成する一部として見なされ、本開示に適した実施例を示し
、かつ、明細書の文字記載とともに本開示の仕組みを解釈するために用いられる。
【図１】一部の実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係る実施環境の模式図で
ある。
【図２】一実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートである。
【図３Ａ】別の実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートであ
る。
【図３Ｂ】一実施例で提供されるスマートブレスレットのバンドリングを解除する模式図
である。
【図３Ｃ】一実施例で提供される目標インテリジェントシーンを削除した後でのインテリ
ジェントシーンリスト表示インターフェースの模式図である。
【図３Ｄ】一実施例で提供されるデスクトップショートカットを削除する模式図である。
【図４Ａ】更なる実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートで
ある。
【図４Ｂ】一実施例で提供されるインテリジェントデバイスにおけるトリガ条件を取り替
える模式図である。
【図５】一実施例に示すインテリジェントシーン削除装置に係るブロック図である。
【図６】別の実施例に示すインテリジェントシーン削除装置に係るブロック図である。
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【図７】一実施例に示すインテリジェントシーンを削除するための装置に係るブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に、実施例を詳細に説明し、例示が図に示されている。以下の記述が図に係る場合、
別途にて示さない限り、異なる図面における同じ数字は、同じまたは類似する要素を示す
。以下の実施例に記述される実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を代表すると
は限らない。逆に、それらは、添付の特許請求の範囲に記載されているように、本発明の
一部の態様と一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００１２】
　図１は、一部の実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係る実施環境の模式図
である。図１に示すように、当該実施環境は、バインディングされた少なくとも１つのイ
ンテリジェントデバイス１２０とアンバンドリングデバイス１４０を含んでも良い。
【００１３】
　インテリジェントデバイス１２０は、スマートフォン、スマートテレビ、スマートソケ
ット、インテリジェントウォーターディスペンサー、インテリジェント体重計、ウェアラ
ブルデバイス、電子ブックリーダー、マルチメディアプレーヤー、ラップトップ型携帯可
能なコンピュータ及びデスクトップコンピューターなどであっても良い。そのうちのウェ
アラブルデバイスは、スマートブレスレット、インテリジェントキーチェーン、スマート
ウォッチ、インテリジェントタイクリップ、スマートリングといったユーザに着用可能な
デバイスであっても良い。各インテリジェントデバイス１２０は通常、同一ローカルエリ
アネットワーク内に位置する。
【００１４】
　アンバンドリングデバイス１４０は、一台のネットワーク側デバイス、例えば、ルータ
またはサーバなどであってもよく、または、複数台のネットワーク側デバイスからなるネ
ットワーク側デバイスクラスタであってもよく、または、１つのクラウド算出サービスセ
ンターであっても良い。
【００１５】
　図２は、一実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートである
。図２に示すように、当該インテリジェントシーン削除方法は、図１に示す実施環境にお
ける１つのインテリジェントデバイス１２０に用いられてもよく、当該インテリジェント
シーン削除方法は、さらに、図１に示す実施環境におけるローカルエリアネットワークに
位置しない１つのインテリジェントデバイスに用いられてもよく、ここで言うインテリジ
ェントデバイスは、操作画面を有するデバイス、例えば携帯電話、コンピュータなどであ
っても良い。当該インテリジェント削除方法は以下のステップを含む。
【００１６】
　ステップ２０１では、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨
を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信する。
【００１７】
　インテリジェントホームにおいて、ユーザは、自宅のローカルエリアネットワーク内に
位置する各種のインテリジェントデバイスを自分のユーザーアカウントとバインディング
してもよく、既にユーザーアカウントとバインディングされたインテリジェントデバイス
をアンバンドリングしてもよく、すなわち、当該インテリジェントデバイスと当該ユーザ
ーアカウントとのバインディング関係を解除する。
【００１８】
　ステップ２０２では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検
出する。
【００１９】
　例を挙げると、インテリジェントシーンを設ける際に、若し、第１のインテリジェント
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デバイスを用いてトリガ条件を設け、第２のインテリジェントデバイスを用いて対応する
実行動作を設ければ、当該インテリジェントシーンとしては、設定された第１のインテリ
ジェントデバイスがトリガ条件を満たすとき、設定された第２のインテリジェントデバイ
スが設定された対応動作を実行するように実現する。
【００２０】
　好ましくは、トリガ条件を設ける際に、１つまたは１つ以上の第１のインテリジェント
デバイスによって構成されても良い。好ましくは、動作を実行する第２のインテリジェン
トデバイスを設ける際に、１つまたは１つ以上の第２のインテリジェントデバイスがそれ
ぞれ同じまたは異なる動作を実行するように構成されても良い。
【００２１】
　ステップ２０３では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、当該目
標インテリジェントシーンを削除する。
【００２２】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除方法は、指定イ
ンテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデバイ
スを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができるた
め、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリジェ
ントシーンを手動で削除することによる、削除操作が複雑でわかりにくいという課題を解
決し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行できない
インテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する。
【００２３】
　図３Ａは、別の実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートで
ある。図３Ａに示すように、当該インテリジェントシーン削除方法は、図１に示す実施環
境における１つのインテリジェントデバイス１２０に用いられてもよく、当該インテリジ
ェントシーン削除方法は、さらに、図１に示す実施環境におけるローカルエリアネットワ
ークに位置しない１つのインテリジェントデバイスに用いられてもよい。ここで、インテ
リジェントデバイスは、操作画面を有するデバイス、例えば携帯電話、コンピュータなど
であっても良い。当該インテリジェント削除方法は以下のステップを含む。
【００２４】
　ステップ３０１では、当該指定インテリジェントデバイスとユーザーアカウント間のバ
インディング関係を解除するためのアンバンドリング指令を受信する。
【００２５】
　インテリジェントホームにおいて、ユーザは、自家のローカルエリアネットワーク内に
位置する各種のインテリジェントデバイスを自分のユーザーアカウントとバインディング
してもよく、既にユーザーアカウントとバインディングされたインテリジェントデバイス
をアンバンドリングしてもよく、すなわち、当該インテリジェントデバイスと当該ユーザ
ーアカウントとのバインディング関係を解除する。
【００２６】
　一般的には、バインディング工程において、ユーザが所持する電子デバイス（例えば携
帯電話またはタブレットコンピュータなど）は、バインディングする必要があるインテリ
ジェントデバイスの識別子と電子デバイスに登録されたユーザーアカウントをバインディ
ングデバイスに送信してもよく、バインディングデバイスは、当該インテリジェントデバ
イスの識別子と当該ユーザーアカウントのバインディング関係を記憶し、当該ユーザーア
カウントへの当該インテリジェントデバイスのバインディングが完成される。
【００２７】
　明らかに、ユーザは、さらに、インテリジェントデバイスとユーザーアカウントとのバ
インディング関係を解除しても良い。例えば、ユーザは、当該ユーザーアカウントが登録
された電子デバイスにおいて、当該ユーザーアカウントが既にバインディングに成功した
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１つまたは複数のインテリジェントデバイスを見て、そのうち１つの指定されたインテリ
ジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディング関係を選択して解除して
もよく、対応的に、電子デバイスは、ユーザが当該指定インテリジェントデバイスとユー
ザーアカウント間のバインディング関係を解除するアンバンドリング指令を受信すること
ができる。
【００２８】
　図３Ｂは、一実施例で提供されるスマートブレスレットのバンドリングを解除する模式
図を示し、ユーザが「接続を解除」ウィジェットをクリックした後、電子デバイスは、当
該スマートブレスレットとユーザーアカウントとのバインディング関係を解除するための
アンバンドリング指令を受信する。
【００２９】
　ステップ３０２では、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントと
のバインディング関係の解除を要求するためのアンバンドリング要求を当該アンバンドリ
ングデバイスへ送信し、当該アンバンドリング要求は、当該ユーザーアカウントの各バイ
ンディング関係から当該指定インテリジェントデバイスに対応するバインディング関係を
削除するようにアンバンドリングデバイスをトリガし、削除が成功した後でアンバンドリ
ング通知メッセージがフィードバックされる。
【００３０】
　当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのアンバンドリングに
成功することを可能にするために、アンバンドリングの関連情報をアンバンドリングデバ
イスに知らせる必要があり、このとき、アンバンドリング指令を受信した電子デバイスは
、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディング関係
の解除を要求するためのアンバンドリング要求をアンバンドリングデバイスへ送信するこ
とができる。対応して、アンバンドリングデバイスは、当該アンバンドリング要求を受信
した後、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディン
グ関係が存在しているか否かを検出することができ、アンバンドリングデバイスには、当
該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディング関係が存
在していれば、アンバンドリングデバイスにおいて、記憶された当該指定インテリジェン
トデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディング関係を削除すると共に、削除が
成功した後でアンバンドリング通知メッセージを当該電子デバイスへフィードバックする
。
【００３１】
　ステップ３０３では、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨
を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信する。
【００３２】
　ステップ３０４では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検
出する。
【００３３】
　電子デバイスがアンバンドリングデバイスから送信されたアンバンドリング通知メッセ
ージを受信したことは、アンバンドリングデバイスが既に指定インテリジェントデバイス
とユーザーアカウント間のバインディング関係のアンバンドリングに成功したことを意味
しており、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとがバインディ
ングされていないため、当該指定インテリジェントデバイスを用いて設定されたインテリ
ジェントシーンを削除する。このとき、電子デバイスは、確立されたインテリジェントシ
ーンには、当該指定インテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェント
シーンが存在しているか否かを検出しても良い。
【００３４】
　例を挙げると、ユーザのスマートブレスレットがなくなった場合、以前で家庭のローカ
ルエリアネットワークにおいて当該スマートブレスレットを用いて設けられたインテリジ



(9) JP 2017-519316 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

ェントシーンは通常は適用されなくなり、例えば、当該スマートブレスレットを用いてあ
るインテリジェントシーンのトリガ条件を設けており、スマートブレスレットがなくなっ
たので、当該ローカルエリアネットワーク内には当該スマートブレスレットで定義された
トリガ条件が満たされておらず、よって、当該スマートブレスレットに係るインテリジェ
ントシーンをキャンセルすることができる。
【００３５】
　好ましくは、ステップ３０４の前に、当該指定インテリジェントデバイスに関するイン
テリジェントシーンを削除するか否かを指示待ちするためのプロンプト情報を表示するス
テップをさらに含んでも良い。ユーザが当該プロンプト情報を見た後、若し、当該プロン
プト情報における削除コントロールをトリガすれば、電子デバイスは、当該指定インテリ
ジェントデバイスに関するインテリジェントシーンの削除を指示するための削除指令を受
信し、ステップ３０４を実行する。
【００３６】
　電子デバイスが、確立されたインテリジェントシーンに、当該指定インテリジェントデ
バイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出する
ステップは、インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応
関係から、当該指定インテリジェントデバイスの識別子を有する対応関係があるか否かを
検索するサブステップを含んでもよく、当該インテリジェントシーン識別子とインテリジ
ェントデバイス識別子との対応関係は、当該インテリジェントシーンの確立に成功した後
で記憶された当該インテリジェントシーンの識別子と当該インテリジェントシーンを確立
する時に係るインテリジェントデバイスの識別子との対応関係である。
【００３７】
　一般的には、インテリジェントシーンが確立された後で、インテリジェントシーンを確
立する中に係るインテリジェントデバイスの識別子と当該インテリジェントシーンの識別
子とを対応付けて記憶しても良い。
【００３８】
　例を挙げると、インテリジェントシーンは、第１のインテリジェントデバイスを用いて
トリガ条件を設け、第２のインテリジェントデバイスを用いて対応動作を実行するもので
あり、このとき、当該第１のインテリジェントデバイスの識別子、当該第２のインテリジ
ェントデバイスの識別子と当該インテリジェントシーンの識別子との対応関係を記憶して
も良い。
【００３９】
　ステップ３０５では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、当該目
標インテリジェントシーンを削除する。
【００４０】
　指定インテリジェントデバイスがバインディングを解除されたことは、ユーザが当該イ
ンテリジェントデバイスを利用できなくなることを意味しており、このとき、確立された
インテリジェントシーンには、当該指定インテリジェントデバイスを用いて設けられた目
標インテリジェントシーンが存在していれば、当該目標インテリジェントシーンを直接削
除することができる。削除された目標インテリジェントシーンは表示または利用されなく
なる。
【００４１】
　当該目標インテリジェントシーンを削除した後、ユーザーアカウントのインテリジェン
トシーンのリストには、当該削除された目標インテリジェントシーンを引き続き表示しな
くなる。図３Ｃは、一実施例で提供される目標インテリジェントシーンを削除した後にお
けるインテリジェントシーンリスト表示インターフェースの模式図を示し、インテリジェ
ントシーン１中の係るインテリジェントデバイスがアンバンドリングされた後、表示され
ているインテリジェントシーンのリストから当該インテリジェントシーン１を削除する。
【００４２】
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　ステップ３０６では、デスクトップには、削除された当該インテリジェントシーンに対
応するデスクトップショートカットが存在しているか否かを検出する。
【００４３】
　インテリジェントシーンを確立するときに、ユーザが当該インテリジェントシーンを便
利に実現するように、通常は電子デバイスのデスクトップにおいてデスクトップショート
カットを生成するため、当該インテリジェントシーンを削除した後、当該電子デバイスの
デスクトップには、削除された当該インテリジェントシーンに対応するデスクトップショ
ートカットが存在しているか否かをさらにチェックしても良い。
【００４４】
　ステップ３０７では、当該デスクトップには、削除された当該インテリジェントシーン
に対応するデスクトップショートカットが存在していれば、当該デスクトップショートカ
ットを削除する。
【００４５】
　図３Ｄは、一実施例で提供されるデスクトップショートカットを削除する模式図を示す
。図３Ｄにおいて、若し、インテリジェントシーン１が削除され、かつ、当該インテリジ
ェントシーン１のデスクトップショートカットが存在していれば、当該インテリジェント
シーン１のデスクトップショートカットをさらに削除する。
【００４６】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除方法は、指定イ
ンテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデバイ
スを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができるた
め、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリジェ
ントシーンを手動で削除することによる、削除操作が複雑でわかりにくいという課題を解
決し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行できない
インテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する。
【００４７】
　ある実現シーンにおいては、若し、アンバンドリングされた指定インテリジェントデバ
イスが、ある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられていれば
、当該目標インテリジェントシーンにおいて定義された他のインテリジェントデバイスが
対応動作を引き続き実行可能であることを確保するために、さらに、トリガ条件を定義す
るのに用いられている当該指定インテリジェントデバイスを他のインテリジェントデバイ
スと取り替え、取り替えたインテリジェントデバイスを用いて当該インテリジェントシー
ンに対してトリガ条件を新たに構成されても構成されても良い。図４Ａは、更なる実施例
に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートを示し、当該インテリジェ
ントシーン削除方法は、図３におけるステップ３０４の後で、図４Ａにおけるステップ３
０８乃至ステップ３１０を実行する。
【００４８】
　ステップ３０８では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、当該指
定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義する
のに用いられているか否かを検出する。
【００４９】
　好ましくは、インテリジェントシーンの確立に成功した後、インテリジェントデバイス
識別子及び当該インテリジェントシーンを設ける時におけるインテリジェントデバイス識
別子を記憶する際に、さらに、当該インテリジェントシーンのトリガ条件を設けるのに用
いられているインテリジェントデバイスの特定識別子を記憶してもよく、例えば、当該イ
ンテリジェントデバイスの識別子箇所にトリガマークなどを追加しても良い。
【００５０】
　例えば、記憶された１組のインテリジェントシーンの識別子及び当該インテリジェント
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シーンに係るインテリジェントデバイスの識別子の間の対応関係は（インテリジェントシ
ーン１、インテリジェントデバイス１（トリガ）、インテリジェントデバイス２（実行）
）であり、そのうち、インテリジェントデバイス１がインテリジェントシーン１のトリガ
条件を定義するためのインテリジェントデバイスであり、インテリジェントデバイス２が
インテリジェントシーン１の実行動作を定義するためのインテリジェントデバイスである
。
【００５１】
　実際の応用では、さらに、他のトリガマーク、例えば数「１」を用いてトリガマークを
表してもよく、トリガマークの具体的な表示形態は、本発明の保護範囲を限定するもので
はない。
【００５２】
　これによって、電子デバイスは、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテ
リジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられているか否かを検査する際、当該
指定インテリジェントデバイスの識別子がトリガマークをさらに含んでいるか否かを検出
してもよく、若し、当該指定インテリジェントデバイスの識別子がトリガマークをさらに
含んでいれば、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェントシーンの
トリガ条件を定義するのに用いられていることを意味する。
【００５３】
　ステップ３０９では、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェント
シーンのトリガ条件を定義するのに用いられていれば、当該目標インテリジェントシーン
におけるトリガ条件を取り替えるか否かを指示待ちする。
【００５４】
　当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェントシーンのトリガ条件を
定義するのに用いられていれば、当該目標インテリジェントシーンの実行動作を定義する
のに用いられているインテリジェントデバイスを引き続き利用しても良いことを意味して
おり、このとき、当該目標インテリジェントシーンにおけるトリガ条件を取り替える旨を
ユーザにプロンプトしても良い。
【００５５】
　ステップ３１０では、取替指令を受信した場合、当該取替指令の指示したインテリジェ
ントデバイスを用いて当該目標インテリジェントデバイスのトリガ条件を取り替える。
【００５６】
　例を挙げると、図４Ｂは、一実施例で提供されるインテリジェントデバイスにおけるト
リガ条件を取り替える模式図を示す。スマートスイッチを自動的にオンするインテリジェ
ントシーン１としては、インテリジェントリモコンがトリガされると、スマートソケット
デバイスをオンする。その中、インテリジェントリモコンは、当該インテリジェントシー
ン１のトリガ条件を定義するのに用いられているインテリジェントデバイスであり、スマ
ートソケットは、当該インテリジェントシーン１の実行動作を定義するのに用いられてい
るインテリジェントデバイスである。若し、当該インテリジェントリモコンがアンバンド
リングに成功すれば、当該インテリジェントシーン１におけるトリガ条件を取り替えるか
否かを指示待ちすることができる。例えば、インテリジェントリモコンをスマートブレス
レットと取り替え、かつ、当該スマートブレスレットを用いて当該インテリジェントシー
ン１に対してトリガ条件を構成されてもよく、例を挙げると、トリガ条件としては、スマ
ートブレスレットは誰かが入っていると検出された、ように設けられても良い。これによ
って、当該スマートスイッチを自動的にオンするインテリジェントシーン１は、スマート
ブレスレットは誰かが入っていると検出されたとき、当該スマートソケットデバイスをオ
ンするように変更された。
【００５７】
　好ましくは、少なくとも２つのインテリジェントデバイスを用いて当該目標インテリジ
ェントシーンのトリガ条件を設ける際に、アンバンドリングされた当該指定インテリジェ
ントデバイスを取り替え、トリガ条件を設けるのに用いられている他のインテリジェント
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デバイスをそのままで良く、取り替えたインテリジェントデバイスのみを用いて当該目標
インテリジェントシーンのトリガ条件を構成されても良い。
【００５８】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除方法は、ある指
定インテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該指定インテリジェン
トデバイスがある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられてい
るインテリジェントデバイスであるか否かを検出し、若し、当該指定インテリジェントデ
バイスがある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられているイ
ンテリジェントデバイスであれば、他のインテリジェントデバイスを用いて当該目標イン
テリジェントシーンに対してトリガ条件を新たに設ける旨をユーザにプロンプトしてもよ
く、これによって、当該目標インテリジェントシーンに本来設けられた、対応動作を実行
するためのインテリジェントデバイスが依然として利用可能であることを保証できる。し
たがって、目標インテリジェントシーンに設けられた第２のインテリジェントデバイスを
引き続き用いて対応動作を実行する必要があるとき、インテリジェントシーンの設定フロ
ーを簡素化することができる。
【００５９】
　後述は本発明の装置実施例であり、本発明の方法実施例を実行するのに用いることがで
きる。本発明の装置実施例に開示されていない詳細については、本発明の方法実施例を参
照されたい。
【００６０】
　図５は一実施例に示すインテリジェントシーン削除装置に係るブロック図である。図５
に示すように、当該インテリジェントシーン削除装置は、図１に示す実施環境における１
つのインテリジェントデバイス１２０に用いられてもよく、当該インテリジェントシーン
削除装置は、さらに、図１に示す実施環境におけるローカルエリアネットワークに位置し
ない１つのインテリジェントデバイスに用いられてもよく、ここで言うインテリジェント
デバイスは、操作画面を有するデバイス、例えば携帯電話、コンピュータなどであっても
良い。当該インテリジェントシーン削除装置は、第１の受信モジュール５０２と第１の検
出モジュール５０４と第１の削除モジュール５０６とを備えるが、これらに限定されない
。
【００６１】
　第１の受信モジュール５０２は、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに
成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信するように構成され
る。
【００６２】
　第１の検出モジュール５０４は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
か否かを検出するように構成される。
【００６３】
　第１の削除モジュール５０６は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
と第１の検出モジュール５０４により検出されれば、当該目標インテリジェントシーンを
削除するように構成される。
【００６４】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除装置は、指定イ
ンテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデバイ
スを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができるた
め、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリジェ
ントシーンを手動で削除することによる、削除操作が複雑でわかりにくいという課題を解
決し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行できない
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インテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する。
【００６５】
　図６は別の実施例に示すインテリジェントシーン削除装置に係るブロック図である。図
６に示すように、当該インテリジェントシーン削除装置は、図１に示す実施環境における
１つのインテリジェントデバイス１２０に用いられてもよく、当該インテリジェントシー
ン削除装置は、さらに、図１に示す実施環境におけるローカルエリアネットワークに位置
しない１つのインテリジェントデバイスに用いられてもよく、ここで言うインテリジェン
トデバイスは、操作画面を有するデバイス、例えば携帯電話、コンピュータなどであって
も良い。当該インテリジェントシーン削除装置は、第１の受信モジュール６０２と第１の
検出モジュール６０４と第１の削除モジュール６０６とを備えるが、これらに限定されな
い。
【００６６】
　第１の受信モジュール６０２は、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに
成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信するように構成され
る。
【００６７】
　第１の検出モジュール６０４は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
か否かを検出するように構成される。
【００６８】
　第１の削除モジュール６０６は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
と第１の検出モジュール６０４により検出されれば、当該目標インテリジェントシーンを
削除するように構成される。
【００６９】
　ある可能な実現形態においては、当該インテリジェントシーン削除装置は、さらに、第
２の検出モジュール６０８と第２の削除モジュール６１０とを備えても良い。
【００７０】
　第２の検出モジュール６０８は、デスクトップには、削除された当該インテリジェント
シーンに対応するデスクトップショートカットが存在しているか否かを検出するように構
成される。
【００７１】
　第２の削除モジュール６１０は、当該デスクトップには、削除された当該インテリジェ
ントシーンに対応する当該デスクトップショートカットが存在していると第２の検出モジ
ュール６０８により検出されれば、当該デスクトップショートカットを削除するように構
成される。
【００７２】
　ある可能な実現形態においては、当該インテリジェントシーン削除装置は、さらに、第
２の受信モジュール６１２と送信モジュール６１４とを備えても良い。
【００７３】
　第２の受信モジュール６１２は、当該指定インテリジェントデバイスとユーザーアカウ
ント間のバインディング関係を解除するためのアンバンドリング指令を受信するように構
成される。
【００７４】
　送信モジュール６１４は、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウン
トとのバインディング関係の解除を要求するためのアンバンドリング要求を当該アンバン
ドリングデバイスへ送信するように配置され、当該アンバンドリング要求は、当該ユーザ
ーアカウントの各バインディング関係から当該指定インテリジェントデバイスに対応する
バインディング関係を削除するようにアンバンドリングデバイスをトリガし、削除が成功
した後で当該アンバンドリング通知メッセージがフィードバックされる。
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【００７５】
　ある可能な実現形態においては、第１の検出モジュール６０４は、さらに、インテリジ
ェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係から、当該指定イン
テリジェントデバイスの識別子を有する対応関係があるか否かを検索するように配置され
、当該インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係は
、当該インテリジェントシーンの確立に成功した後で記憶された当該インテリジェントシ
ーンの識別子と当該インテリジェントシーンを確立する時に係るインテリジェントデバイ
スの識別子との対応関係である。
【００７６】
　ある可能な実現形態においては、当該インテリジェントシーン削除装置は、さらに、第
３の検出モジュール６１６とプロンプトモジュール６１８と取替モジュール６２０とを備
えても良い。
【００７７】
　第３の検出モジュール６１６は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれ
ば、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェントシーンのトリガ条件
を定義するのに用いられているか否かを検出するように構成される。
【００７８】
　プロンプトモジュール６１８は、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテ
リジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられていると当該第３の検出モジュー
ル６１６により検出されれば、当該目標インテリジェントシーンにおけるトリガ条件を取
り替えるか否かを指示待ちするように構成される。
【００７９】
　取替モジュール６２０は、取替指令を受信した場合、当該取替指令が指示したインテリ
ジェントデバイスを用いて当該目標インテリジェントデバイスのトリガ条件を取り替える
ように構成される。
【００８０】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除装置は、ある指
定インテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデ
バイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリ
ジェントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができ
るため、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリ
ジェントシーンを手動で削除することによる、削除操作が複雑でわかりにくいという課題
を解決し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行でき
ないインテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する
。
【００８１】
　ある指定インテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該指定インテ
リジェントデバイスがある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用い
られているインテリジェントデバイスであるか否かを検出し、当該指定インテリジェント
デバイスがある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられている
インテリジェントデバイスであれば、他のインテリジェントデバイスを用いて当該目標イ
ンテリジェントシーンに対してトリガ条件を新たに設ける旨をユーザにプロンプトしても
よく、これによって、当該目標インテリジェントシーンに本来設けられた、対応動作を実
行するためのインテリジェントデバイスが依然として利用可能であることを保証できる。
したがって、目標インテリジェントシーンに設けられた第２のインテリジェントデバイス
を引き続き用いて対応動作を実行する必要があるとき、インテリジェントシーンの設定フ
ローを簡素化することができる。
【００８２】
　前記実施例における装置中の各モジュールが操作を実行する具体的な形態は、既に当該
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方法に関する実施例において詳しく記述されており、ここでは、詳細な説明を行わない。
【００８３】
　本発明の一実施例は、本発明で提供されるシーン削除方法を実現し得るインテリジェン
トシーン削除装置を提供しており、当該インテリジェントシーン削除装置は、プロセッサ
と、プロセッサの実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、前記プロセッサは、
指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアンバ
ンドリング通知メッセージを受信し、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定
インテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在してい
るか否かを検出し、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェント
デバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、当該目標イ
ンテリジェントシーンを削除するように構成される。
【００８４】
　図７は、一実施例によるインテリジェントシーンを削除するための装置を示すブロック
図である。例如、当該調整装置７００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、
メッセージ送受信機器、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療設備、フィットネ
ス機器、PDAなどであってもよい。
【００８５】
　図７を参照すると、装置７００は、以下の１つ又は複数のユニット、すなわち、処理ユ
ニット７０２、メモリ７０４、電源ユニット７０６、マルチメディアユニット７０８、オ
ーディオユニット７１０、入力・出力（I/O）インターフェース７１２、センサユニット
７１４及び通信ユニット７１６を備えてもよい。
【００８６】
　処理ユニット７０２は通常、装置７００の全般操作、例えば、表示、電話の発呼、デー
タ通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット７０２は、前
記方法のステップの全部又は一部を実行するように、指令を実行する１つ又は複数のプロ
セッサ７２０を備えてもよい。また、処理ユニット７０２は、処理ユニット７０２と他の
ユニットとの間の相互作用を容易にするように、１つ又は複数のモジュールを備えてもよ
い。例えば、処理ユニット７０２は、マルチメディアユニット７０８と処理ユニット７０
２との間の相互作用を容易にするように、マルチメディアモジュールを備えてもよい。
【００８７】
　メモリ７０４は、装置７００での操作をサポートするために、各種別のデータを記憶す
るように構成される。これらデータの例示は、操作７００で操作する如何なるアプリケー
ションプログラムまたは方法の指令、連絡人データ、電話帳データ、メッセージ、ピクチ
ャ、映像などを含む。メモリ７０４は、如何なる種別の揮発性または不揮発性記憶デバイ
スまたはそれらの組合せ、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（SRAM）、電気
的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（EEPROM）、消去可能なプログラマブ
ル読み出し専用メモリ（EPROM）、プログラマブル読み出し専用メモリ（PROM）、読み出
し専用メモリ（ROM）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスクまたは光ディスク
によって実現されてもよい。
【００８８】
　電源ユニット７０６は、装置７００の各種のユニットに対して電力を供給する。電源ユ
ニット７０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、及び装置７００に対して電
力を生成、管理及び割り当てることに関連する他のユニットを含んでも良い。
【００８９】
　マルチメディアユニット７０８は、前記装置７００とユーザとの間に1つの出力インタ
ーフェースを供給するスクリーンを備える。一部の実施例では、スクリーンは、液晶ディ
スプレイ（LCD）およびタッチパネル（TP）を含んでも良い。スクリーンは、タッチパネ
ルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとして実現さ
れてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジェスチャーを
感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサは、タッチま
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たはスライド動作の境界を感知するだけではなく、前記タッチまたはスライド操作と関連
する持続時間および圧力をさらに検出することができる。一部の実施例では、マルチメデ
ィアユニット７０８は、１つのフロントカメラおよび/またはバックカメラを含む。装置
７００が操作モード、例えば、撮像モードまたは映像モードにあるとき、フロントカメラ
および/またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信することができる。
フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定の光学レンズシステムであ
っても良く、または、焦点距離または光学ズーム能力を有しても良い。
【００９０】
　オーディオユニット７１０は、オーディオ信号を出力および/または入力するように構
成される。例えば、オーディオユニット７１０は、１つのマイク（MIC）を備え、装置７
００が操作モード、例えば、発呼モード、記録モードおよび音声識別モードにあるとき、
マイクは、外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信号
は、さらに、メモリ７０４に記憶され、または、通信ユニット７１６によって送信されて
もよい。一部の実施例では、オーディオユニット７１０は、さらに、オーディオ信号を出
力するための１つのスピーカをさらに含む。
【００９１】
　I/Oインターフェース７１２は、処理ユニット７０２とペリフェラルインターフェース
モジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、前記ペリフェラルインター
フェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。こ
れらボタンは、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロックボタン
を含んでも良いが、それらに限らない。
【００９２】
　センサユニット７１４は、装置７００に対して各態様の状態評価を供給するための１つ
又は複数のセンサを含む。例えば、センサユニット７１４は、装置７００のオン/オフ状
態、ユニットの相対的な位置決め、例えば、前記ユニットが装置７００のディスプレイお
よびテンキーであることを検出することができ、センサユニット７１４は、さらに、装置
７００または装置７００の１つのユニットの位置変化、ユーザと装置７００とのタッチが
存在するか否か、装置７００の方位または加速/減速および装置７００の温度変化をさら
に検出することができる。センサユニット７１４は、如何なる物理タッチがないとき、近
傍物体の存在を検出するように構成される接近センサを含んでも良い。センサユニット７
１４は、さらに、イメージングアプリケーションに使用されるための光センサ、例えばCM
OSまたはCCD画像センサを含んでも良い。一部の実施例では、当該センサユニット７１４
は、さらに、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサ
を含んでも良い。
【００９３】
　通信ユニット７１６は、装置７００と他の機器との間の無線または有線方式の通信が便
利になるように構成される。装置７００は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例えば
、WiFi、２Ｇまたは３Ｇ、またはそれらの組合せにアクセスすることができる。１つの実
施例では、通信ユニット７１６は、ブロードキャストチャネルを介して外部ブロードキャ
スト管理システムからのブロードキャスト信号またはブロードキャスト相関情報を受信す
る。１つの実施例では、前記通信ユニット７１６は、さらに、短距離通信を容易にするよ
うに、近距離通信（NFC）モジュールを含んでも良い。例えば、NFCモジュールでは、RF識
別（RFID）技術、赤外データ協会（IrDA）技術、超広帯域（UWB）技術、ブルートゥース
（登録商標）（BT）技術および他の技術によって実現されてもよい。
【００９４】
　実施例では、装置７００は、上記インテリジェントシーン削除方法を実行するための１
つ又は複数のアプリケーション専用集積回路（ASIC）、デジタル信号プロセッサ（DSP）
、デジタル信号処理デバイス（DSPD）、プログラマブルロジックデバイス（PLD）、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）、コントローラ、マイクロコントローラ、マ
イクロプロセッサまたは他の電子部品によって実現されてもよい。
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【００９５】
　実施例では、指令を含む非一時コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、指令を
含むメモリ７０４をさらに提供しており、上記指令は、上記インテリジェントシーン削除
方法を完成するために、装置７００のプロセッサ７２０によって実行されても良い。例え
ば、前記非一時コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ROM、ランダムアクセスメモリ
（RAM）、CD-ROM、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスクおよび光データ記憶機
器などであっても良い。
【００９６】
　当業者は明細書を考慮し、ここに公開された発明を実践した後、本開示の他の実施案を
容易に想到する。本願は、本開示の如何なる変形、用途または適合もカバーすることを意
図する。これら変形、用途または適応の変化は、本開示の一般な仕組みに従い、かつ、本
開示に開示されていない当分野における公知常識または慣用技術手段を含む。明細書及び
実施例は単なる例示と見なされ、本開示の本当の範囲及び思想は添付の特許請求の範囲に
よって与えられる。
【００９７】
　本開示が以上で記述されて図面に示された精確な構造に限定されるものでなく、その要
旨を逸脱しない範囲で様々な補正や変更も可能であることは理解されるべきである。本開
示の範囲は、添付する特許請求の範囲のみによって限定される。本発明は、出願番号がＣ
Ｎ２０１５１０１４８０７１.０、出願日が２０１５年３月３１日である中国特許出願を
基に提出するものであり、当該中国特許出願の優先権を主張し、当該中国特許出願の全て
の内容は、参照のため本発明に援用される。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】

【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月27日(2015.10.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インテリジェントホーム分野に関し、特に、インテリジェントシーン削除方
法、装置、プログラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インテリジェントホームでは、様々なインテリジェントシーンを有効に実現するために
、複数のインテリジェントデバイスをバインディングし、バインディングされたインテリ
ジェントデバイスを用いて異なるインテリジェントシーンを定義することができる。例え
ば、あるインテリジェントシーンを設ける際、バインディングに成功した第１のインテリ
ジェントデバイスを用いて当該インテリジェントシーンのトリガ条件を設け、それから、
バインディングに成功した第２のインテリジェントデバイスが対応動作を実行するように
設けられることができる。
【０００３】
　ユーザがあるインテリジェントデバイスをアンバンドリングした後、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて定義されたインテリジェントシーンをも削除する必要がある。これ
らインテリジェントシーンを削除する際、これらインテリジェントシーンのうちの１つを
順に選択し、かつ、当該インテリジェントシーンを削除する削除コントロールをトリガし
、デバイスは当該削除コントロールがトリガされたときに生成される削除指令に応じて、
当該インテリジェントシーンを削除する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、インテリジェントシーン削除方法、装置、プログラム及び記録媒体を提供す
る。上記技術案は下記の通りである。
【０００５】
　本発明の実施例の第１の態様によれば、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリ
ングに成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信するステップ
と、確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用い
て設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出するステップと、
確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて設
けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記目標インテリジェントシー
ンを削除するステップと、を含むインテリジェントシーン削除方法を提供する。
【０００６】
　本発明の実施例の第２の態様によれば、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリ
ングに成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信するように構
成される第１の受信モジュールと、確立されたインテリジェントシーンには、前記指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
か否かを検出するように構成される第１の検出モジュールと、確立されたインテリジェン
トシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェ
ントシーンが存在していると第１の検出モジュールにより検出されれば、前記目標インテ
リジェントシーンを削除するように構成される第１の削除モジュールと、を含むインテリ
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ジェントシーン削除装置を提供する。
【０００７】
　本発明の実施例の第３の態様によれば、プロセッサと、前記プロセッサの実行可能な指
令を記憶するためのメモリとを備える装置であって、前記プロセッサは、指定インテリジ
ェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知
メッセージを受信し、確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェン
トデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出
し、確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用い
て設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記目標インテリジェント
シーンを削除するように構成される、インテリジェントシーン削除装置を提供する。
【０００８】
　本発明の実施例の第４の態様によれば、プロセッサに実行されることにより、本開示の
実施例の第１の態様に記載のインテリジェントシーン削除方法を実現するプログラムを提
供する。
【０００９】
　本発明の実施例の第５の態様によれば、本開示の実施例の第４の態様に記載のプログラ
ムが記録された記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施例で提供される技術案は、下記の格別な効果を含むことができる。指定イ
ンテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデバイ
スを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができるた
め、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリジェ
ントシーンを手動で削除することによる削除操作が複雑でわかりにくいという課題を解決
し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行できないイ
ンテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する。
【００１１】
　上述した一般な記述及び後続の詳細な記述は、単に例示の及び解釈であり、本発明を制
限できるものでないと理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　ここでの図面は、明細書を構成する一部として見なされ、本開示に適した実施例を示し
、かつ、明細書の文字記載とともに本開示の仕組みを解釈するために用いられる。
【図１】一部の実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係る実施環境の模式図で
ある。
【図２】一実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートである。
【図３Ａ】別の実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートであ
る。
【図３Ｂ】一実施例で提供されるスマートブレスレットのバンドリングを解除する模式図
である。
【図３Ｃ】一実施例で提供される目標インテリジェントシーンを削除した後でのインテリ
ジェントシーンリスト表示インターフェースの模式図である。
【図３Ｄ】一実施例で提供されるデスクトップショートカットを削除する模式図である。
【図４Ａ】更なる実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートで
ある。
【図４Ｂ】一実施例で提供されるインテリジェントデバイスにおけるトリガ条件を取り替
える模式図である。
【図５】一実施例に示すインテリジェントシーン削除装置に係るブロック図である。
【図６】別の実施例に示すインテリジェントシーン削除装置に係るブロック図である。
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【図７】一実施例に示すインテリジェントシーンを削除するための装置に係るブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、実施例を詳細に説明し、例示が図に示されている。以下の記述が図に係る場合、
別途にて示さない限り、異なる図面における同じ数字は、同じまたは類似する要素を示す
。以下の実施例に記述される実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を代表すると
は限らない。逆に、それらは、添付の特許請求の範囲に記載されているように、本発明の
一部の態様と一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００１４】
　図１は、一部の実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係る実施環境の模式図
である。図１に示すように、当該実施環境は、バインディングされた少なくとも１つのイ
ンテリジェントデバイス１２０とアンバンドリングデバイス１４０を含んでも良い。
【００１５】
　インテリジェントデバイス１２０は、スマートフォン、スマートテレビ、スマートソケ
ット、インテリジェントウォーターディスペンサー、インテリジェント体重計、ウェアラ
ブルデバイス、電子ブックリーダー、マルチメディアプレーヤー、ラップトップ型携帯可
能なコンピュータ及びデスクトップコンピューターなどであっても良い。そのうちのウェ
アラブルデバイスは、スマートブレスレット、インテリジェントキーチェーン、スマート
ウォッチ、インテリジェントタイクリップ、スマートリングといったユーザに着用可能な
デバイスであっても良い。各インテリジェントデバイス１２０は通常、同一ローカルエリ
アネットワーク内に位置する。
【００１６】
　アンバンドリングデバイス１４０は、一台のネットワーク側デバイス、例えば、ルータ
またはサーバなどであってもよく、または、複数台のネットワーク側デバイスからなるネ
ットワーク側デバイスクラスタであってもよく、または、１つのクラウド算出サービスセ
ンターであっても良い。
【００１７】
　図２は、一実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートである
。図２に示すように、当該インテリジェントシーン削除方法は、図１に示す実施環境にお
ける１つのインテリジェントデバイス１２０に用いられてもよく、当該インテリジェント
シーン削除方法は、さらに、図１に示す実施環境におけるローカルエリアネットワークに
位置しない１つのインテリジェントデバイスに用いられてもよく、ここで言うインテリジ
ェントデバイスは、操作画面を有するデバイス、例えば携帯電話、コンピュータなどであ
っても良い。当該インテリジェント削除方法は以下のステップを含む。
【００１８】
　ステップ２０１では、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨
を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信する。
【００１９】
　インテリジェントホームにおいて、ユーザは、自宅のローカルエリアネットワーク内に
位置する各種のインテリジェントデバイスを自分のユーザーアカウントとバインディング
してもよく、既にユーザーアカウントとバインディングされたインテリジェントデバイス
をアンバンドリングしてもよく、すなわち、当該インテリジェントデバイスと当該ユーザ
ーアカウントとのバインディング関係を解除する。
【００２０】
　ステップ２０２では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検
出する。
【００２１】
　例を挙げると、インテリジェントシーンを設ける際に、若し、第１のインテリジェント
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デバイスを用いてトリガ条件を設け、第２のインテリジェントデバイスを用いて対応する
実行動作を設ければ、当該インテリジェントシーンとしては、設定された第１のインテリ
ジェントデバイスがトリガ条件を満たすとき、設定された第２のインテリジェントデバイ
スが設定された対応動作を実行するように実現する。
【００２２】
　好ましくは、トリガ条件を設ける際に、１つまたは１つ以上の第１のインテリジェント
デバイスによって構成されても良い。好ましくは、動作を実行する第２のインテリジェン
トデバイスを設ける際に、１つまたは１つ以上の第２のインテリジェントデバイスがそれ
ぞれ同じまたは異なる動作を実行するように構成されても良い。
【００２３】
　ステップ２０３では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、当該目
標インテリジェントシーンを削除する。
【００２４】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除方法は、指定イ
ンテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデバイ
スを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができるた
め、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリジェ
ントシーンを手動で削除することによる、削除操作が複雑でわかりにくいという課題を解
決し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行できない
インテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する。
【００２５】
　図３Ａは、別の実施例に示すインテリジェントシーン削除方法に係るフローチャートで
ある。図３Ａに示すように、当該インテリジェントシーン削除方法は、図１に示す実施環
境における１つのインテリジェントデバイス１２０に用いられてもよく、当該インテリジ
ェントシーン削除方法は、さらに、図１に示す実施環境におけるローカルエリアネットワ
ークに位置しない１つのインテリジェントデバイスに用いられてもよい。ここで、インテ
リジェントデバイスは、操作画面を有するデバイス、例えば携帯電話、コンピュータなど
であっても良い。当該インテリジェント削除方法は以下のステップを含む。
【００２６】
　ステップ３０１では、当該指定インテリジェントデバイスとユーザーアカウント間のバ
インディング関係を解除するためのアンバンドリング指令を受信する。
【００２７】
　インテリジェントホームにおいて、ユーザは、自家のローカルエリアネットワーク内に
位置する各種のインテリジェントデバイスを自分のユーザーアカウントとバインディング
してもよく、既にユーザーアカウントとバインディングされたインテリジェントデバイス
をアンバンドリングしてもよく、すなわち、当該インテリジェントデバイスと当該ユーザ
ーアカウントとのバインディング関係を解除する。
【００２８】
　一般的には、バインディング工程において、ユーザが所持する電子デバイス（例えば携
帯電話またはタブレットコンピュータなど）は、バインディングする必要があるインテリ
ジェントデバイスの識別子と電子デバイスに登録されたユーザーアカウントをバインディ
ングデバイスに送信してもよく、バインディングデバイスは、当該インテリジェントデバ
イスの識別子と当該ユーザーアカウントのバインディング関係を記憶し、当該ユーザーア
カウントへの当該インテリジェントデバイスのバインディングが完成される。
【００２９】
　明らかに、ユーザは、さらに、インテリジェントデバイスとユーザーアカウントとのバ
インディング関係を解除しても良い。例えば、ユーザは、当該ユーザーアカウントが登録
された電子デバイスにおいて、当該ユーザーアカウントが既にバインディングに成功した
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１つまたは複数のインテリジェントデバイスを見て、そのうち１つの指定されたインテリ
ジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディング関係を選択して解除して
もよく、対応的に、電子デバイスは、ユーザが当該指定インテリジェントデバイスとユー
ザーアカウント間のバインディング関係を解除するアンバンドリング指令を受信すること
ができる。
【００３０】
　図３Ｂは、一実施例で提供されるスマートブレスレットのバンドリングを解除する模式
図を示し、ユーザが「接続を解除」ウィジェットをクリックした後、電子デバイスは、当
該スマートブレスレットとユーザーアカウントとのバインディング関係を解除するための
アンバンドリング指令を受信する。
【００３１】
　ステップ３０２では、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントと
のバインディング関係の解除を要求するためのアンバンドリング要求を当該アンバンドリ
ングデバイスへ送信し、当該アンバンドリング要求は、当該ユーザーアカウントの各バイ
ンディング関係から当該指定インテリジェントデバイスに対応するバインディング関係を
削除するようにアンバンドリングデバイスをトリガし、削除が成功した後でアンバンドリ
ング通知メッセージがフィードバックされる。
【００３２】
　当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのアンバンドリングに
成功することを可能にするために、アンバンドリングの関連情報をアンバンドリングデバ
イスに知らせる必要があり、このとき、アンバンドリング指令を受信した電子デバイスは
、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディング関係
の解除を要求するためのアンバンドリング要求をアンバンドリングデバイスへ送信するこ
とができる。対応して、アンバンドリングデバイスは、当該アンバンドリング要求を受信
した後、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディン
グ関係が存在しているか否かを検出することができ、アンバンドリングデバイスには、当
該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディング関係が存
在していれば、アンバンドリングデバイスにおいて、記憶された当該指定インテリジェン
トデバイスと当該ユーザーアカウントとのバインディング関係を削除すると共に、削除が
成功した後でアンバンドリング通知メッセージを当該電子デバイスへフィードバックする
。
【００３３】
　ステップ３０３では、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨
を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信する。
【００３４】
　ステップ３０４では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検
出する。
【００３５】
　電子デバイスがアンバンドリングデバイスから送信されたアンバンドリング通知メッセ
ージを受信したことは、アンバンドリングデバイスが既に指定インテリジェントデバイス
とユーザーアカウント間のバインディング関係のアンバンドリングに成功したことを意味
しており、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウントとがバインディ
ングされていないため、当該指定インテリジェントデバイスを用いて設定されたインテリ
ジェントシーンを削除する。このとき、電子デバイスは、確立されたインテリジェントシ
ーンには、当該指定インテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェント
シーンが存在しているか否かを検出しても良い。
【００３６】
　例を挙げると、ユーザのスマートブレスレットがなくなった場合、以前で家庭のローカ
ルエリアネットワークにおいて当該スマートブレスレットを用いて設けられたインテリジ
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ェントシーンは通常は適用されなくなり、例えば、当該スマートブレスレットを用いてあ
るインテリジェントシーンのトリガ条件を設けており、スマートブレスレットがなくなっ
たので、当該ローカルエリアネットワーク内には当該スマートブレスレットで定義された
トリガ条件が満たされておらず、よって、当該スマートブレスレットに係るインテリジェ
ントシーンをキャンセルすることができる。
【００３７】
　好ましくは、ステップ３０４の前に、当該指定インテリジェントデバイスに関するイン
テリジェントシーンを削除するか否かを指示待ちするためのプロンプト情報を表示するス
テップをさらに含んでも良い。ユーザが当該プロンプト情報を見た後、若し、当該プロン
プト情報における削除コントロールをトリガすれば、電子デバイスは、当該指定インテリ
ジェントデバイスに関するインテリジェントシーンの削除を指示するための削除指令を受
信し、ステップ３０４を実行する。
【００３８】
　電子デバイスが、確立されたインテリジェントシーンに、当該指定インテリジェントデ
バイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出する
ステップは、インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応
関係から、当該指定インテリジェントデバイスの識別子を有する対応関係があるか否かを
検索するサブステップを含んでもよく、当該インテリジェントシーン識別子とインテリジ
ェントデバイス識別子との対応関係は、当該インテリジェントシーンの確立に成功した後
で記憶された当該インテリジェントシーンの識別子と当該インテリジェントシーンを確立
する時に係るインテリジェントデバイスの識別子との対応関係である。
【００３９】
　一般的には、インテリジェントシーンが確立された後で、インテリジェントシーンを確
立する中に係るインテリジェントデバイスの識別子と当該インテリジェントシーンの識別
子とを対応付けて記憶しても良い。
【００４０】
　例を挙げると、インテリジェントシーンは、第１のインテリジェントデバイスを用いて
トリガ条件を設け、第２のインテリジェントデバイスを用いて対応動作を実行するもので
あり、このとき、当該第１のインテリジェントデバイスの識別子、当該第２のインテリジ
ェントデバイスの識別子と当該インテリジェントシーンの識別子との対応関係を記憶して
も良い。
【００４１】
　ステップ３０５では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、当該目
標インテリジェントシーンを削除する。
【００４２】
　指定インテリジェントデバイスがバインディングを解除されたことは、ユーザが当該イ
ンテリジェントデバイスを利用できなくなることを意味しており、このとき、確立された
インテリジェントシーンには、当該指定インテリジェントデバイスを用いて設けられた目
標インテリジェントシーンが存在していれば、当該目標インテリジェントシーンを直接削
除することができる。削除された目標インテリジェントシーンは表示または利用されなく
なる。
【００４３】
　当該目標インテリジェントシーンを削除した後、ユーザーアカウントのインテリジェン
トシーンのリストには、当該削除された目標インテリジェントシーンを引き続き表示しな
くなる。図３Ｃは、一実施例で提供される目標インテリジェントシーンを削除した後にお
けるインテリジェントシーンリスト表示インターフェースの模式図を示し、インテリジェ
ントシーン１中の係るインテリジェントデバイスがアンバンドリングされた後、表示され
ているインテリジェントシーンのリストから当該インテリジェントシーン１を削除する。
【００４４】
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　ステップ３０６では、デスクトップには、削除された当該インテリジェントシーンに対
応するデスクトップショートカットが存在しているか否かを検出する。
【００４５】
　インテリジェントシーンを確立するときに、ユーザが当該インテリジェントシーンを便
利に実現するように、通常は電子デバイスのデスクトップにおいてデスクトップショート
カットを生成するため、当該インテリジェントシーンを削除した後、当該電子デバイスの
デスクトップには、削除された当該インテリジェントシーンに対応するデスクトップショ
ートカットが存在しているか否かをさらにチェックしても良い。
【００４６】
　ステップ３０７では、当該デスクトップには、削除された当該インテリジェントシーン
に対応するデスクトップショートカットが存在していれば、当該デスクトップショートカ
ットを削除する。
【００４７】
　図３Ｄは、一実施例で提供されるデスクトップショートカットを削除する模式図を示す
。図３Ｄにおいて、若し、インテリジェントシーン１が削除され、かつ、当該インテリジ
ェントシーン１のデスクトップショートカットが存在していれば、当該インテリジェント
シーン１のデスクトップショートカットをさらに削除する。
【００４８】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除方法は、指定イ
ンテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデバイ
スを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができるた
め、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリジェ
ントシーンを手動で削除することによる、削除操作が複雑でわかりにくいという課題を解
決し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行できない
インテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する。
【００４９】
　ある実現シーンにおいては、若し、アンバンドリングされた指定インテリジェントデバ
イスが、ある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられていれば
、当該目標インテリジェントシーンにおいて定義された他のインテリジェントデバイスが
対応動作を引き続き実行可能であることを確保するために、さらに、トリガ条件を定義す
るのに用いられている当該指定インテリジェントデバイスを他のインテリジェントデバイ
スと取り替え、取り替えたインテリジェントデバイスを用いて当該インテリジェントシー
ンに対してトリガ条件を新たに構成されても良い。図４Ａは、更なる実施例に示すインテ
リジェントシーン削除方法に係るフローチャートを示し、当該インテリジェントシーン削
除方法は、図３におけるステップ３０４の後で、図４Ａにおけるステップ３０８乃至ステ
ップ３１０を実行する。
【００５０】
　ステップ３０８では、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、当該指
定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義する
のに用いられているか否かを検出する。
【００５１】
　好ましくは、インテリジェントシーンが確立に成功した後、インテリジェントデバイス
識別子及び当該インテリジェントシーンを設ける時におけるインテリジェントデバイス識
別子を記憶する際に、さらに、当該インテリジェントシーンのトリガ条件を設けるのに用
いられているインテリジェントデバイスの特定識別子を記憶してもよく、例えば、当該イ
ンテリジェントデバイスの識別子箇所にトリガマークなどを追加しても良い。
【００５２】
　例えば、記憶された１組のインテリジェントシーンの識別子及び当該インテリジェント
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シーンに係るインテリジェントデバイスの識別子の間の対応関係は（インテリジェントシ
ーン１、インテリジェントデバイス１（トリガ）、インテリジェントデバイス２（実行）
）であり、そのうち、インテリジェントデバイス１がインテリジェントシーン１のトリガ
条件を定義するためのインテリジェントデバイスであり、インテリジェントデバイス２が
インテリジェントシーン１の実行動作を定義するためのインテリジェントデバイスである
。
【００５３】
　実際の応用では、さらに、他のトリガマーク、例えば数「１」を用いてトリガマークを
表してもよく、トリガマークの具体的な表示形態は、本発明の保護範囲を限定するもので
はない。
【００５４】
　これによって、電子デバイスは、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテ
リジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられているか否かを検査する際、当該
指定インテリジェントデバイスの識別子がトリガマークをさらに含んでいるか否かを検出
してもよく、若し、当該指定インテリジェントデバイスの識別子がトリガマークをさらに
含んでいれば、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェントシーンの
トリガ条件を定義するのに用いられていることを意味する。
【００５５】
　ステップ３０９では、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェント
シーンのトリガ条件を定義するのに用いられていれば、当該目標インテリジェントシーン
におけるトリガ条件を取り替えるか否かを指示待ちする。
【００５６】
　当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェントシーンのトリガ条件を
定義するのに用いられていれば、当該目標インテリジェントシーンの実行動作を定義する
のに用いられているインテリジェントデバイスを引き続き利用しても良いことを意味して
おり、このとき、当該目標インテリジェントシーンにおけるトリガ条件を取り替える旨を
ユーザにプロンプトしても良い。
【００５７】
　ステップ３１０では、取替指令を受信した場合、当該取替指令の指示したインテリジェ
ントデバイスを用いて当該目標インテリジェントデバイスのトリガ条件を取り替える。
【００５８】
　例を挙げると、図４Ｂは、一実施例で提供されるインテリジェントデバイスにおけるト
リガ条件を取り替える模式図を示す。スマートスイッチを自動的にオンするインテリジェ
ントシーン１としては、インテリジェントリモコンがトリガされると、スマートソケット
デバイスをオンする。その中、インテリジェントリモコンは、当該インテリジェントシー
ン１のトリガ条件を定義するのに用いられているインテリジェントデバイスであり、スマ
ートソケットは、当該インテリジェントシーン１の実行動作を定義するのに用いられてい
るインテリジェントデバイスである。若し、当該インテリジェントリモコンがアンバンド
リングに成功すれば、当該インテリジェントシーン１におけるトリガ条件を取り替えるか
否かを指示待ちすることができる。例えば、インテリジェントリモコンをスマートブレス
レットと取り替え、かつ、当該スマートブレスレットを用いて当該インテリジェントシー
ン１に対してトリガ条件を構成されてもよく、例を挙げると、トリガ条件としては、スマ
ートブレスレットは誰かが入っていると検出された、ように設けられても良い。これによ
って、当該スマートスイッチを自動的にオンするインテリジェントシーン１は、スマート
ブレスレットは誰かが入っていると検出されたとき、当該スマートソケットデバイスをオ
ンするように変更された。
【００５９】
　好ましくは、少なくとも２つのインテリジェントデバイスを用いて当該目標インテリジ
ェントシーンのトリガ条件を設ける際に、アンバンドリングされた当該指定インテリジェ
ントデバイスを取り替え、トリガ条件を設けるのに用いられている他のインテリジェント
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デバイスをそのままで良く、取り替えたインテリジェントデバイスのみを用いて当該目標
インテリジェントシーンのトリガ条件を構成されても良い。
【００６０】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除方法は、ある指
定インテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該指定インテリジェン
トデバイスがある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられてい
るインテリジェントデバイスであるか否かを検出し、若し、当該指定インテリジェントデ
バイスがある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられているイ
ンテリジェントデバイスであれば、他のインテリジェントデバイスを用いて当該目標イン
テリジェントシーンに対してトリガ条件を新たに設ける旨をユーザにプロンプトしてもよ
く、これによって、当該目標インテリジェントシーンに本来設けられた、対応動作を実行
するためのインテリジェントデバイスが依然として利用可能であることを保証できる。し
たがって、目標インテリジェントシーンに設けられた第２のインテリジェントデバイスを
引き続き用いて対応動作を実行する必要があるとき、インテリジェントシーンの設定フロ
ーを簡素化することができる。
【００６１】
　後述は本発明の装置実施例であり、本発明の方法実施例を実行するのに用いることがで
きる。本発明の装置実施例に開示されていない詳細については、本発明の方法実施例を参
照されたい。
【００６２】
　図５は一実施例に示すインテリジェントシーン削除装置に係るブロック図である。図５
に示すように、当該インテリジェントシーン削除装置は、図１に示す実施環境における１
つのインテリジェントデバイス１２０に用いられてもよく、当該インテリジェントシーン
削除装置は、さらに、図１に示す実施環境におけるローカルエリアネットワークに位置し
ない１つのインテリジェントデバイスに用いられてもよく、ここで言うインテリジェント
デバイスは、操作画面を有するデバイス、例えば携帯電話、コンピュータなどであっても
良い。当該インテリジェントシーン削除装置は、第１の受信モジュール５０２と第１の検
出モジュール５０４と第１の削除モジュール５０６とを備えるが、これらに限定されない
。
【００６３】
　第１の受信モジュール５０２は、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに
成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信するように構成され
る。
【００６４】
　第１の検出モジュール５０４は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
か否かを検出するように構成される。
【００６５】
　第１の削除モジュール５０６は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
と第１の検出モジュール５０４により検出されれば、当該目標インテリジェントシーンを
削除するように構成される。
【００６６】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除装置は、指定イ
ンテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデバイ
スを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリジェ
ントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができるた
め、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリジェ
ントシーンを手動で削除することによる、削除操作が複雑でわかりにくいという課題を解
決し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行できない
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インテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する。
【００６７】
　図６は別の実施例に示すインテリジェントシーン削除装置に係るブロック図である。図
６に示すように、当該インテリジェントシーン削除装置は、図１に示す実施環境における
１つのインテリジェントデバイス１２０に用いられてもよく、当該インテリジェントシー
ン削除装置は、さらに、図１に示す実施環境におけるローカルエリアネットワークに位置
しない１つのインテリジェントデバイスに用いられてもよく、ここで言うインテリジェン
トデバイスは、操作画面を有するデバイス、例えば携帯電話、コンピュータなどであって
も良い。当該インテリジェントシーン削除装置は、第１の受信モジュール６０２と第１の
検出モジュール６０４と第１の削除モジュール６０６とを備えるが、これらに限定されな
い。
【００６８】
　第１の受信モジュール６０２は、指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに
成功した旨を指示するためのアンバンドリング通知メッセージを受信するように構成され
る。
【００６９】
　第１の検出モジュール６０４は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
か否かを検出するように構成される。
【００７０】
　第１の削除モジュール６０６は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在している
と第１の検出モジュール６０４により検出されれば、当該目標インテリジェントシーンを
削除するように構成される。
【００７１】
　ある可能な実現形態においては、当該インテリジェントシーン削除装置は、さらに、第
２の検出モジュール６０８と第２の削除モジュール６１０とを備えても良い。
【００７２】
　第２の検出モジュール６０８は、デスクトップには、削除された当該インテリジェント
シーンに対応するデスクトップショートカットが存在しているか否かを検出するように構
成される。
【００７３】
　第２の削除モジュール６１０は、当該デスクトップには、削除された当該インテリジェ
ントシーンに対応する当該デスクトップショートカットが存在していると第２の検出モジ
ュール６０８により検出されれば、当該デスクトップショートカットを削除するように構
成される。
【００７４】
　ある可能な実現形態においては、当該インテリジェントシーン削除装置は、さらに、第
２の受信モジュール６１２と送信モジュール６１４とを備えても良い。
【００７５】
　第２の受信モジュール６１２は、当該指定インテリジェントデバイスとユーザーアカウ
ント間のバインディング関係を解除するためのアンバンドリング指令を受信するように構
成される。
【００７６】
　送信モジュール６１４は、当該指定インテリジェントデバイスと当該ユーザーアカウン
トとのバインディング関係の解除を要求するためのアンバンドリング要求を当該アンバン
ドリングデバイスへ送信するように構成され、当該アンバンドリング要求は、当該ユーザ
ーアカウントの各バインディング関係から当該指定インテリジェントデバイスに対応する
バインディング関係を削除するようにアンバンドリングデバイスをトリガし、削除が成功
した後で当該アンバンドリング通知メッセージがフィードバックされる。
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【００７７】
　ある可能な実現形態においては、第１の検出モジュール６０４は、さらに、インテリジ
ェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係から、当該指定イン
テリジェントデバイスの識別子を有する対応関係があるか否かを検索するように構成され
、当該インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係は
、当該インテリジェントシーンの確立に成功した後で記憶された当該インテリジェントシ
ーンの識別子と当該インテリジェントシーンを確立する時に係るインテリジェントデバイ
スの識別子との対応関係である。
【００７８】
　ある可能な実現形態においては、当該インテリジェントシーン削除装置は、さらに、第
３の検出モジュール６１６とプロンプトモジュール６１８と取替モジュール６２０とを備
えても良い。
【００７９】
　第３の検出モジュール６１６は、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定イ
ンテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれ
ば、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテリジェントシーンのトリガ条件
を定義するのに用いられているか否かを検出するように構成される。
【００８０】
　プロンプトモジュール６１８は、当該指定インテリジェントデバイスが当該目標インテ
リジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられていると当該第３の検出モジュー
ル６１６により検出されれば、当該目標インテリジェントシーンにおけるトリガ条件を取
り替えるか否かを指示待ちするように構成される。
【００８１】
　取替モジュール６２０は、取替指令を受信した場合、当該取替指令が指示したインテリ
ジェントデバイスを用いて当該目標インテリジェントデバイスのトリガ条件を取り替える
ように構成される。
【００８２】
　このように、本発明の実施例で提供されるインテリジェントシーン削除装置は、ある指
定インテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該インテリジェントデ
バイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを削除することにより、当該インテリ
ジェントデバイスを用いて設けられたインテリジェントシーンを直接削除することができ
るため、アンバンドリングされたインテリジェントデバイスを用いて定義されたインテリ
ジェントシーンを手動で削除することによる、削除操作が複雑でわかりにくいという課題
を解決し、正常に実行できないインテリジェントシーンを迅速に削除し、正常に実行でき
ないインテリジェントシーンの削除時における削除操作を簡素化するという効果を奏する
。
【００８３】
　ある指定インテリジェントデバイスのアンバンドリングに成功した後、当該指定インテ
リジェントデバイスがある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用い
られているインテリジェントデバイスであるか否かを検出し、当該指定インテリジェント
デバイスがある目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられている
インテリジェントデバイスであれば、他のインテリジェントデバイスを用いて当該目標イ
ンテリジェントシーンに対してトリガ条件を新たに設ける旨をユーザにプロンプトしても
よく、これによって、当該目標インテリジェントシーンに本来設けられた、対応動作を実
行するためのインテリジェントデバイスが依然として利用可能であることを保証できる。
したがって、目標インテリジェントシーンに設けられた第２のインテリジェントデバイス
を引き続き用いて対応動作を実行する必要があるとき、インテリジェントシーンの設定フ
ローを簡素化することができる。
【００８４】
　前記実施例における装置中の各モジュールが操作を実行する具体的な形態は、既に当該
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方法に関する実施例において詳しく記述されており、ここでは、詳細な説明を行わない。
【００８５】
　本発明の一実施例は、本発明で提供されるシーン削除方法を実現し得るインテリジェン
トシーン削除装置を提供しており、当該インテリジェントシーン削除装置は、プロセッサ
と、プロセッサの実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、前記プロセッサは、
指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアンバ
ンドリング通知メッセージを受信し、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定
インテリジェントデバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在してい
るか否かを検出し、確立されたインテリジェントシーンには、当該指定インテリジェント
デバイスを用いて設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、当該目標イ
ンテリジェントシーンを削除するように構成される。
【００８６】
　図７は、一実施例によるインテリジェントシーンを削除するための装置を示すブロック
図である。例如、当該調整装置７００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、
メッセージ送受信機器、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療設備、フィットネ
ス機器、PDAなどであってもよい。
【００８７】
　図７を参照すると、装置７００は、以下の１つ又は複数のユニット、すなわち、処理ユ
ニット７０２、メモリ７０４、電源ユニット７０６、マルチメディアユニット７０８、オ
ーディオユニット７１０、入力・出力（I/O）インターフェース７１２、センサユニット
７１４及び通信ユニット７１６を備えてもよい。
【００８８】
　処理ユニット７０２は通常、装置７００の全般操作、例えば、表示、電話の発呼、デー
タ通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット７０２は、前
記方法のステップの全部又は一部を実行するように、指令を実行する１つ又は複数のプロ
セッサ７２０を備えてもよい。また、処理ユニット７０２は、処理ユニット７０２と他の
ユニットとの間の相互作用を容易にするように、１つ又は複数のモジュールを備えてもよ
い。例えば、処理ユニット７０２は、マルチメディアユニット７０８と処理ユニット７０
２との間の相互作用を容易にするように、マルチメディアモジュールを備えてもよい。
【００８９】
　メモリ７０４は、装置７００での操作をサポートするために、各種別のデータを記憶す
るように構成される。これらデータの例示は、操作７００で操作する如何なるアプリケー
ションプログラムまたは方法の指令、連絡人データ、電話帳データ、メッセージ、ピクチ
ャ、映像などを含む。メモリ７０４は、如何なる種別の揮発性または不揮発性記憶デバイ
スまたはそれらの組合せ、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（SRAM）、電気
的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（EEPROM）、消去可能なプログラマブ
ル読み出し専用メモリ（EPROM）、プログラマブル読み出し専用メモリ（PROM）、読み出
し専用メモリ（ROM）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスクまたは光ディスク
によって実現されてもよい。
【００９０】
　電源ユニット７０６は、装置７００の各種のユニットに対して電力を供給する。電源ユ
ニット７０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、及び装置７００に対して電
力を生成、管理及び割り当てることに関連する他のユニットを含んでも良い。
【００９１】
　マルチメディアユニット７０８は、前記装置７００とユーザとの間に1つの出力インタ
ーフェースを供給するスクリーンを備える。一部の実施例では、スクリーンは、液晶ディ
スプレイ（LCD）およびタッチパネル（TP）を含んでも良い。スクリーンは、タッチパネ
ルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとして実現さ
れてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジェスチャーを
感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサは、タッチま
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たはスライド動作の境界を感知するだけではなく、前記タッチまたはスライド操作と関連
する持続時間および圧力をさらに検出することができる。一部の実施例では、マルチメデ
ィアユニット７０８は、１つのフロントカメラおよび/またはバックカメラを含む。装置
７００が操作モード、例えば、撮像モードまたは映像モードにあるとき、フロントカメラ
および/またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信することができる。
フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定の光学レンズシステムであ
っても良く、または、焦点距離または光学ズーム能力を有しても良い。
【００９２】
　オーディオユニット７１０は、オーディオ信号を出力および/または入力するように構
成される。例えば、オーディオユニット７１０は、１つのマイク（MIC）を備え、装置７
００が操作モード、例えば、発呼モード、記録モードおよび音声識別モードにあるとき、
マイクは、外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信号
は、さらに、メモリ７０４に記憶され、または、通信ユニット７１６によって送信されて
もよい。一部の実施例では、オーディオユニット７１０は、さらに、オーディオ信号を出
力するための１つのスピーカをさらに含む。
【００９３】
　I/Oインターフェース７１２は、処理ユニット７０２とペリフェラルインターフェース
モジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、前記ペリフェラルインター
フェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。こ
れらボタンは、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロックボタン
を含んでも良いが、それらに限らない。
【００９４】
　センサユニット７１４は、装置７００に対して各態様の状態評価を供給するための１つ
又は複数のセンサを含む。例えば、センサユニット７１４は、装置７００のオン/オフ状
態、ユニットの相対的な位置決め、例えば、前記ユニットが装置７００のディスプレイお
よびテンキーであることを検出することができ、センサユニット７１４は、さらに、装置
７００または装置７００の１つのユニットの位置変化、ユーザと装置７００とのタッチが
存在するか否か、装置７００の方位または加速/減速および装置７００の温度変化をさら
に検出することができる。センサユニット７１４は、如何なる物理タッチがないとき、近
傍物体の存在を検出するように構成される接近センサを含んでも良い。センサユニット７
１４は、さらに、イメージングアプリケーションに使用されるための光センサ、例えばCM
OSまたはCCD画像センサを含んでも良い。一部の実施例では、当該センサユニット７１４
は、さらに、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサ
を含んでも良い。
【００９５】
　通信ユニット７１６は、装置７００と他の機器との間の無線または有線方式の通信が便
利になるように構成される。装置７００は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例えば
、WiFi、２Ｇまたは３Ｇ、またはそれらの組合せにアクセスすることができる。１つの実
施例では、通信ユニット７１６は、ブロードキャストチャネルを介して外部ブロードキャ
スト管理システムからのブロードキャスト信号またはブロードキャスト相関情報を受信す
る。１つの実施例では、前記通信ユニット７１６は、さらに、短距離通信を容易にするよ
うに、近距離通信（NFC）モジュールを含んでも良い。例えば、NFCモジュールでは、RF識
別（RFID）技術、赤外データ協会（IrDA）技術、超広帯域（UWB）技術、ブルートゥース
（登録商標）（BT）技術および他の技術によって実現されてもよい。
【００９６】
　実施例では、装置７００は、上記インテリジェントシーン削除方法を実行するための１
つ又は複数のアプリケーション専用集積回路（ASIC）、デジタル信号プロセッサ（DSP）
、デジタル信号処理デバイス（DSPD）、プログラマブルロジックデバイス（PLD）、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）、コントローラ、マイクロコントローラ、マ
イクロプロセッサまたは他の電子部品によって実現されてもよい。
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【００９７】
　実施例では、指令を含む非一時コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、指令を
含むメモリ７０４をさらに提供しており、上記指令は、上記インテリジェントシーン削除
方法を完成するために、装置７００のプロセッサ７２０によって実行されても良い。例え
ば、前記非一時コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ROM、ランダムアクセスメモリ
（RAM）、CD-ROM、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスクおよび光データ記憶機
器などであっても良い。
【００９８】
　当業者は明細書を考慮し、ここに公開された発明を実践した後、本開示の他の実施案を
容易に想到する。本願は、本開示の如何なる変形、用途または適合もカバーすることを意
図する。これら変形、用途または適応の変化は、本開示の一般な仕組みに従い、かつ、本
開示に開示されていない当分野における公知常識または慣用技術手段を含む。明細書及び
実施例は単なる例示と見なされ、本開示の本当の範囲及び思想は添付の特許請求の範囲に
よって与えられる。
【００９９】
　本開示が以上で記述されて図面に示された精確な構造に限定されるものでなく、その要
旨を逸脱しない範囲で様々な補正や変更も可能であることは理解されるべきである。本開
示の範囲は、添付する特許請求の範囲のみによって限定される。本発明は、出願番号がＣ
Ｎ２０１５１０１４８０７１.０、出願日が２０１５年３月３１日である中国特許出願を
基に提出するものであり、当該中国特許出願の優先権を主張し、当該中国特許出願の全て
の内容は、参照のため本発明に援用される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアン
バンドリング通知メッセージを受信するステップと、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出するステップと、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記目標インテリジェントシ
ーンを削除するステップと、を含むことを特徴とするインテリジェントシーン削除方法。
【請求項２】
　デスクトップには、削除された前記インテリジェントシーンに対応するデスクトップシ
ョートカットが存在しているか否かを検出するステップと、
　前記デスクトップには、削除された前記インテリジェントシーンに対応するデスクトッ
プショートカットが存在していれば、前記デスクトップショートカットを削除するステッ
プと、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のインテリジェントシーン削除方法
。
【請求項３】
　前記指定インテリジェントデバイスとユーザーアカウント間のバインディング関係を解
除するためのアンバンドリング指令を受信するステップと、
　前記指定インテリジェントデバイスと前記ユーザーアカウントとのバインディング関係
の解除を要求するためのアンバンドリング要求を当該アンバンドリングデバイスへ送信す
るステップと、をさらに含み、
　前記アンバンドリング要求は、前記ユーザーアカウントの各バインディング関係から前
記指定インテリジェントデバイスに対応するバインディング関係を削除するように前記ア
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ンバンドリングデバイスをトリガし、削除が成功した後で前記アンバンドリング通知メッ
セージがフィードバックされることを特徴とする請求項１に記載のインテリジェントシー
ン削除方法。
【請求項４】
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出するステップは、
　インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係から、
前記指定インテリジェントデバイスの識別子を有する対応関係があるか否かを検索するサ
ブステップを含み、
　前記インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係は
、前記インテリジェントシーンの確立に成功した後で記憶された前記インテリジェントシ
ーンの識別子と前記インテリジェントシーンを確立する時に係るインテリジェントデバイ
スの識別子との対応関係である、ことを特徴とする請求項１に記載のインテリジェントシ
ーン削除方法。
【請求項５】
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記指定インテリジェントデ
バイスが前記目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられているか
否かを検出するステップと、
　前記指定インテリジェントデバイスが前記目標インテリジェントシーンのトリガ条件を
定義するのに用いられていれば、前記目標インテリジェントシーンにおけるトリガ条件を
取り替えるか否かを指示待ちするステップと、
　取替指令を受信した場合、前記取替指令の指示したインテリジェントデバイスを用いて
前記目標インテリジェントデバイスのトリガ条件を取り替えるステップと、をさらに含む
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のインテリジェントシーン削除方法
。
【請求項６】
　指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアン
バンドリング通知メッセージを受信するように構成される第１の受信モジュールと、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出するように構成され
る第１の検出モジュールと、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していると第１の検出モジュールにより検
出されれば、前記目標インテリジェントシーンを削除するように構成される第１の削除モ
ジュールと、を備えることを特徴とするインテリジェントシーン削除装置。
【請求項７】
　デスクトップには、削除された前記インテリジェントシーンに対応するデスクトップシ
ョートカットが存在しているか否かを検出するように構成される第２の検出モジュールと
、
　前記デスクトップには、削除された前記インテリジェントシーンに対応する前記デスク
トップショートカットが存在していると第２の検出モジュールにより検出されれば、前記
デスクトップショートカットを削除するように構成される第２の削除モジュールと、をさ
らに備えることを特徴とする請求項６に記載のインテリジェントシーン削除装置。
【請求項８】
　前記指定インテリジェントデバイスとユーザーアカウント間のバインディング関係を解
除するためのアンバンドリング指令を受信するように構成される第２の受信モジュールと
、
　前記指定インテリジェントデバイスと前記ユーザーアカウントとのバインディング関係
の解除を要求するためのアンバンドリング要求を当該アンバンドリングデバイスへ送信す
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るように構成される送信モジュールと、をさらに備え、
　前記アンバンドリング要求は、前記ユーザーアカウントの各バインディング関係から前
記指定インテリジェントデバイスに対応するバインディング関係を削除するように前記ア
ンバンドリングデバイスをトリガし、削除が成功した後で前記アンバンドリング通知メッ
セージがフィードバックされることを特徴とする請求項６に記載のインテリジェントシー
ン削除装置。
【請求項９】
　前記第１の検出モジュールは、さらに、インテリジェントシーン識別子とインテリジェ
ントデバイス識別子との対応関係から、前記指定インテリジェントデバイスの識別子を有
する対応関係があるか否かを検索するように構成され、
　前記インテリジェントシーン識別子とインテリジェントデバイス識別子との対応関係は
、前記インテリジェントシーンの確立に成功した後で記憶された前記インテリジェントシ
ーンの識別子と前記インテリジェントシーンを確立する時に係るインテリジェントデバイ
スの識別子との対応関係である、ことを特徴とする請求項６に記載のインテリジェントシ
ーン削除装置。
【請求項１０】
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記指定インテリジェントデ
バイスが前記目標インテリジェントシーンのトリガ条件を定義するのに用いられているか
否かを検出するように構成される第３の検出モジュールと、
　前記指定インテリジェントデバイスが前記目標インテリジェントシーンのトリガ条件を
定義するのに用いられていると第３の検出モジュールにより検出されれば、前記目標イン
テリジェントシーンにおけるトリガ条件を取り替えるか否かを指示待ちするように構成さ
れるプロンプトモジュールと、
　取替指令を受信した場合、前記取替指令の指示したインテリジェントデバイスを用いて
前記目標インテリジェントデバイスのトリガ条件を取り替えるように構成される取替モジ
ュールと、をさらに備えることを特徴とする請求項６～９のいずれか１項に記載のインテ
リジェントシーン削除装置。
【請求項１１】
　インテリジェントシーン削除装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサの実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　指定インテリジェントデバイスがアンバンドリングに成功した旨を指示するためのアン
バンドリング通知メッセージを受信し、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在しているか否かを検出し、
　確立されたインテリジェントシーンには、前記指定インテリジェントデバイスを用いて
設けられた目標インテリジェントシーンが存在していれば、前記目標インテリジェントシ
ーンを削除するように構成される、ことを特徴とするインテリジェントシーン削除装置。
【請求項１２】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のイ
ンテリジェントシーン削除方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムが記録された記録媒体。
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